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　令和６年度　保育関係施設利用申し込み手引き

⑧虐待・ＤＶ 虐待またはＤＶのおそれがある場合

⑨その他 上記に類する状態として市が認める場合

⑤災害復旧 火災またはその他の災害復旧に当たっている場合

⑥求職活動
求職活動を継続的に行っている場合（起業準備含む）
　※認定期間は、３カ月に限る

⑦就学 学校等に就学している場合（職業訓練校含む）

②妊娠・出産
妊娠中または産後間もない場合
　※認定期間は、出産月を基準に前後２カ月の合計５カ月に限る

③疾病・障害 保護者本人に疾病・負傷または障害がある場合

④介護・看護 同居または長期入院している親族の看護や介護を行っている場合

１カ月で４８時間以上就労している場合
　（パートタイム、夜間勤務等のすべての就労を含む）

満３歳未満 あ り ３号認定
保育園、認定こども園（保育部）

地域型保育事業等

※保育関係施設を利用するためには、２号認定または３号認定を受ける必要があります。

保育の必要性の事由

令和5年8月発行

　保育関係施設(保育園、認定こども園の保育部、地域型保育事業)は、保護者が就労や病気
等の理由により、家庭で保育することができない児童を、保護者に代わって保育をする施設
(事業)です。
　したがって、「友だちをつくるため」、「集団生活を経験させたい」などの理由では利用

満３歳以上
な し １号認定 幼稚園、認定こども園（幼稚部）

あ り ２号認定 保育園、認定こども園（保育部）

できません。

【認定区分】

年齢区分 保育の必要性 認定区分 利用できる施設・事業等

保育認定（２号・３号認定）を受けるには、下記の要件に該当することが必要です。

〔新規入園用〕

　幼稚園、保育園、認定こども園などの施設の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定
の申請を行い、認定を受ける必要があります。
　また、保育関係施設の利用を希望する場合は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

要件１　沼田市に居住し、かつ住民登録があること。
要件２　保育関係施設での集団生活に支障のない児童であること。
要件３　下記①～⑨のいずれかの事由で保育が必要な家庭であること。

①就労

教育・保育給付認定（保育の必要性の認定）について

保育認定（２号・３号認定）の条件について

保育関係施設とは
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 保育標準時間(父母ともに１カ月120時間以上の就労)

 保育短時間(父母のどちらかが１カ月48時間以上120時間未満の就労)

 妊娠・出産  保育標準時間

 疾病・障害  保育標準時間

 介護・看護  状況により認定

 災害復旧  保育標準時間

 求職活動  保育短時間

 就学  状況により認定

 虐待・ＤＶ  保育標準時間

 その他  状況により認定

　利用申し込み手続き後（利用中も含む）に下記の事項に該当する場合は、速やかに子ども

２　施設を利用中止または辞退する場合

課保育係に連絡してください。別途、手続きが必要な場合があります。

１　世帯状況等が変更となった場合
・住所が変更となった場合　　※市外転出の場合は、必ず事前にご連絡ください。
・氏名が変更となった場合
・世帯員の増減があった場合
・保育認定の条件が変更となった場合（仕事を変更した場合も含む）

　保育必要量は就労時間等を基に認定することが基本となりますが、下記の事項に該当する場
合は、変更申請書の提出により保育必要量の変更を行うことが可能です。

１　「保育標準時間」認定から「保育短時間」認定への変更を希望する場合。
２　「保育短時間」認定だが、勤務時間帯（勤務シフト）や通勤時間の関係から、施設が設
　   定する８時間の枠を超えて利用せざるを得ない場合。

　「保育標準時間」認定は施設が設定する１１時間の枠の中で、「保育短時間」認定は施設が
設定する８時間の枠の中で、保育ができない時間帯に限って施設を利用できます。
　なお、この保育必要量に応じて利用者負担額（保育料）も若干の差が生じます。

保育の必要性の事由

 就労

　保育認定を受ける場合、保育の必要な時間に応じて「保育標準時間」認定と「保育短時間」
認定に区分されます。

保育必要量

その他の届出について

保育必要量（施設を利用できる時間）について

保育必要量（施設を利用できる時間）の変更について
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7:45～18:45

　転園の時期が育児休業と重なった場合、復職までの間は家庭保育となります。

　　また、転園は新規入園と同じ扱いになる為、「育児休業」でのご利用ができません。

どんぐり保育園（※） 10人 ２カ月 7:45～18:45 7:45～13:30 8:00～16:00

※どんぐり保育園は2歳児(3歳になる年度)までの利用となります。それ以降は他の施設に転園を

7:30～18:30

沼田めぐみこども園（保育部） 140人 ６カ月 7:00～19:30 7:00～18:00 8:00～16:00 7:00～18:00

ちぐさこども園(保育部) 110人 ６カ月 7:30～19:00 7:30～16:00 8:30～16:30

　していただく必要があります。

7:30～18:30

恵泉幼稚園(保育部) 10人 ３歳 7:30～18:30 7:30～18:30 8:00～16:00 7:30～18:30

沼田幼稚園(保育部) 110人 ９カ月 7:30～19:00 7:30～15:30 8:30～16:30

7:00～18:00

桜ヶ丘保育園 100人 ６カ月 7:30～19:00 7:30～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30

熊の子保育園 90人 ６カ月 7:00～18:30 7:00～17:00 8:00～16:00

7:30～18:30

横塚保育園 100人 ６カ月 7:15～18:45 7:15～17:00 8:00～16:00 7:15～18:15

多那保育園 30人 ２歳 7:30～18:30 7:30～17:00 8:30～16:30

7:30～18:30

利根保育園 119人 １歳 7:30～18:30 7:30～17:00 8:30～16:30 7:30～18:30

白沢保育園 120人 11カ月 7:30～18:30 7:30～13:00 8:30～16:30

ぬまた南保育園 115人 ６カ月 7:30～19:00 7:30～18:00 8:30～16:30 7:30～18:30

川田保育園 60人 １歳 7:30～18:30 7:30～13:00 8:30～16:30 7:30～18:30

　市内の各保育関係施設の開所時間および保育必要量に応じた利用時間は下記のとおりです。
　なお、利用時間の枠を超えて施設を利用する場合、延長保育料の徴収対象となります。

令和5年8月現在

施設名
利用
定員

最小
受入年齢

開所時間 利用時間

平日 土曜日 保育短時間 保育標準時間

上記施設の他に企業主導型保育事業として運営する「ひだまり保育園」があります。
ひだまり保育園は、利用調整や利用者負担額（保育料）の決定などを施設が直接行います。
申し込み方法等の詳細については、ひだまり保育園（25-9020）へお問い合わせください。

各施設の利用時間について

- 3 -



○期　間
○場　所
○時　間

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

※ 令和６年４月から令和７年３月の入園を希望する場合は、第４次受付までに申し込んでください。

※ 第４次受付終了後については、利用を希望する月の前月10日までに申し込んでください。

10日が土日祝日の場合、直前の平日になります。ご注意ください。

２月入園

３月入園

令和6年3月1日(金曜日)

令和6年4月11日(木曜日)

令和6年5月13日(月曜日)

令和6年6月11日(火曜日)

令和6年7月11日(木曜日)

令和6年8月12日(月曜日)

令和6年9月11日(水曜日)

令和6年10月11日(金曜日)

令和6年11月11日(月曜日)

令和6年12月11日(水曜日)

第２次受付 令和5年10月16日(月曜日) 令和5年12月28日(木曜日)

第３次受付

令和6年6月10日(月曜日)

令和6年7月10日(水曜日)

※令和６年４月から令和７年３月の間に入園を希望する方

令和6年8月9日(金曜日)

令和6年9月10日(火曜日)

令和6年10月10日(木曜日)

令和6年11月8日(金曜日)

令和6年12月10日(火曜日)

９月入園

１０月入園

１１月入園

令和7年1月13日(月曜日)

１２月入園

１月入園

令和7年1月10日(金曜日)

令和6年1月4日(木曜日) 令和6年1月31日(水曜日)

５月入園

令和7年2月10日(月曜日)

子ども課保育係
沼田市役所

テラス沼田３階

※市外の保育関係施設の利用希望する場合、手続きの方法が異なります。
　詳しくは、子ども課保育係まで直接お問い合わせください。
※申し込み理由が求職活動であり、児童が希望する施設の最小受入年齢を超えて
　いるにもかかわらず、１歳になるまでは家庭保育を希望するなど、保護者の個
　人的な理由で５月以降の利用を希望する場合は、第１次受付期間に申し込むこ

子ども課保育係にて、随時受け付けます。
ただし、第１次受付期間中の申込者を先に調整します。

受付期間(土日祝日を除く） 受付場所

６月入園

７月入園

８月入園

第４次受付 令和6年2月1日(木曜日) 令和6年2月29日(木曜日)

令和6年4月10日(水曜日)

令和6年5月10日(金曜日)

【送付先】　〒378-8501
　　　　　　群馬県沼田市下之町888番地
　　　　　　沼田市役所　子ども課保育係　宛て 9月22日必着

郵送受付の〆切

　令和5年9月1日（金曜日）　～　令和5年10月13日（金曜日）

　郵送受付の場合は、到着後、受領確認通知を申請保護者宛て発送いたしますが、
書類不備の場合は、受付完了になりません。申込書には必ず連絡が取れる連絡先
を明記し、余裕をもってお申し込みください。

　沼田市役所　子ども課（テラス沼田3階）

※土日・祝日の受付はありません。
※窓口への来庁が困難な方は、郵送での申し込みも可能です。

　月　　　8:30～18:00
　火～金　8:30～17:00

※先着順で利用できるわけではありません。
※利用調整では、申請書等で確認できる世帯の状況等により「調整指数」を算定
　し、指数の高い順に利用の決定をしていきます。申し込みの状況によっては、希

　とができません。（上の子が保育関係施設を利用している場合は除く。）
　第２次受付以降にお申し込みください。

　望の施設が利用できない場合があります。

第１次受付について

第２次受付以降について
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就労証明書

　（復職予定の方は復職日も記入してください。）
ご出産前の方は予定日のわかるもの（妊婦健診受診表の写し）

介護保険被保険者証等の写し

令和５年１月１日に
沼田市に住民登録がない方

令和５年度市町村民税課税（非課税）証明書
　※令和5年1月1日に住民登録のあった市町村で取得してください。
　　（省略の無いもの）

令和６年１月１日に
沼田市に住民登録がない方

令和６年度市町村民税課税（非課税）証明書
　※令和6年1月1日に住民登録のあった市町村で取得してください。
　　（省略の無いもの）

令和6年7月頃にご提出をお願いする場合があります。

※証明書の名称は市町村によって異なりますが、収入金額および市町村民税課税額がわかる証明を
　提出してください。

※その他必要に応じて、追加書類を提出していただく場合があります。

【別表２】

区分 提出資料

沼田市に住民登録がある方 資料の提出は不要

求職活動 求職状況確認書

就学 在学（在籍）証明書

虐待・ＤＶ 公的機関が発行した証明書等

介護・看護

医師の診断書等
　（介護を要する内容で治療期間が明記されたもの）

　（住所、氏名、要介護度等の分かるページ）

区分 提出書類

災害復旧 罹災証明書等の写し

妊娠・出産
母子手帳または妊婦健康診査受診票等の写し
　（住所、氏名、出産予定日の分かるページ）

疾病・負傷・障害

医師の診断書等
　（安静を要する内容または治療期間が明記されたもの）

手帳等の写し
　（住所、氏名、障害名等の分かるページ）

就労

（就労予定も含む）

○実際に申し込み手続きをする方の身分証明証（運転免許証等）

【別表１】

○申請者と実際に申し込みに来る方が違う場合は委任状

○保育の必要性を証明する書類 【別表１】参照

○教育・保育給付認定申請書兼利用申込書

○「教育・保育給付認定申請書兼利用申込書」の保護者欄に記入した方（申請者）の個人番号

（マイナンバー）がわかるもの（マイナンバーカード等）

○利用者負担額(保育料)の算定に必要な資料【別表２】参照
 父母それぞれ必要です

利用申し込みに必要な書類等について
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５　１カ月単位で負担していただきます。施設を利用しない日があっても、日割り計算はしません。

※

　りません。

　　てください。
４　公私立の区分はなく、同額です。

６　２人以上の児童が同時に保育関係施設等※を利用している場合、２人目は半額、３人目
　　以降は０円とします。

　（者）のいる世帯については、０円とします。
８　市町村民税所得割の額が５７，７００円未満の世帯の場合、第１子の年齢にかかわらず
　第２子は半額、第３子以降は０円とします。
９　１世帯で３人以上の子を扶養している場合、第３子以降の児童は申請に基づき０円とし
　ます。（利用者負担額（保育料）に滞納がない世帯に限る。）
10　算定する際の市町村民税額については、住宅借入金等特別控除・配当控除等の適用はあ

保育園

児童発達支援

企業主導型保育事業

幼稚園

特別支援学校幼稚部

児童心理治療施設通所部

以下の表に記載の保育関係施設が該当になります。

なお、施設の利用が子ども課で確認できない場合は、確認のできる書類の提出をお願いする場合があります。

認定こども園 地域型保育事業

居宅訪問型児童発達支援医療型児童発達支援

７　市町村民税所得割の額が７７，１０１円未満の世帯で、母子（父子）世帯、在宅障害児

※同居の祖父母等が児童世帯の家計を支えていると認められる場合、祖父母等の市町村
　民税額を合算し、算定します。

２　令和６年４月分から令和６年８月分までは令和５年度の市町村民税額を基に、令和６年９
　　月分から翌年３月分までは令和６年度の市町村民税額を基に算定します。収入の状況等に
　　よっては、年度途中で金額が変更になることがあります。
３　金額の確定後、確定申告または更正を行った場合は、速やかに子ども課保育係に連絡をし

随時受付 入園希望月の前月中旬頃

１　原則として父母の市町村民税額を基に算定し、児童の年齢および保育必要量によって決ま
　　ります。

※年度の途中で３号認定（３歳未満児）から２号認定（３歳以上児）に変更になっても、
　同一年度内は３号認定の金額を適用します。

第２次受付 令和6年1月中旬頃

第３次受付 令和6年2月中旬頃

第４次受付 令和6年3月中旬頃

　 の通知は令和6年1月中旬以降になる可能性があります。
５　利用決定後、健康診断等を行いますので、各施設の指定する日に受診してください。

６　受付期間別の利用調整結果通知発送時期は、下記のとおり予定しています。

受付期間 利用調整結果通知発送予定時期

第１次受付 令和5年12月中旬頃

１　利用調整は、保育の必要性の高い児童から順に市が調整を行います。
２　申し込みの状況により、希望の施設を利用できない場合があります。
３　利用決定後、利用を辞退する場合は、速やかに子ども課保育係に連絡をしてください。

４　市外保育関係施設の利用を希望する場合は、市町村間の調整が必要となるため、調整結果
　 連絡のない場合は在籍とみなし、利用者負担額（保育料）の負担義務が生じる場合があります。

※市外の保育施設を
ご希望の場合は、
１～２ヶ月程度、
調整結果の発送が
遅くなります。

利用調整の結果について

利用者負担額（保育料）について
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　は、下記のとおりです。

①通帳と届出印を持参し、口座振替を希望する金融機関で手続きをお願いします。
②手続きの用紙は、市内各金融機関に備えてあります。

３　沼田市の利用者負担額（保育料）納入期限（口座振替日）は、各月末日です。
　　なお、末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。

横塚町1223-1

市外の公立保育園

各施設 各施設の指定する方法認定こども園

事業所内保育事業

２　沼田市に利用者負担額（保育料）を納入していただく場合の口座振替に関する手続き方法

１　利用者負担額（保育料）は、利用する施設等によって納入先が変わります。

利用する施設（事業）

地域型保育事業所 沼須町910-1

住所

東原新町1411-5

白沢町高平20

坊新田町1105-3

柳町394

下川田町540

清水町4330

桜ヶ丘保育園

沼田幼稚園

恵泉幼稚園

ちぐさこども園

53-2039

56-2268

53-2920

23-0006

24-1446

納入先 納入方法

市内の公立保育園

施設区分

沼田市 口座振替
私立保育園

熊の子保育園

施設名

ぬまた南保育園

川田保育園

白沢保育園

利根保育園

多那保育園

横塚保育園

電話

22-5519

23-1599

どんぐり保育園

保育園（公立）

保育園（私立）

認定こども園

沼田めぐみこども園

桜町4798

25-3212

24-4163

24-8577

22-2856

23-3584

23-3324

利根町大楊1078-2

利根町輪組867-1

戸鹿野町578-3

西倉内町663-4

利用者負担額（保育料）の納入について

市内保育関係施設所在地および連絡先一覧表
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令
和
５
年
４
月
現
在
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教育・保育給付認定申請書兼利用申込書記入例

申込書を提出する

年月日を記入して

通園可能な園を

第3希望までご記

入ください。

第1希望の園の調

整に影響はありま

せん。

入園後、環境に慣れるための

「ならし保育」があります。

期間は概ね二週間程度ですが、

お子様の状況によって延長にな

ることもあります。

令和5年1月1日

令和6年1月1日

それぞれの欄

に記入してく

ださい。
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この手続きについての
問い合わせ先

　健康福祉部 子ども課保育係　沼田市役所（テラス沼田３階）
　ＴＥＬ  ２３-２１１１（内線：３１２７）　ＦＡＸ　２４-５１７９

令和6年4月1日現

在の年齢を記入

してください。

該当する方にそ

れぞれ○を付け

てください。

祖父母の状況は、令6年4月1日現在の

年齢を記入し、職業、健康状態の欄

も必ず○を付けてください。

児童の健康・発育状況で少

しでも気になることがあれ

ば、必ず記入してください。

各施設での受入体制を準

備をする上で大変重要です。

以下は市の記入欄になりますので、未記入で提出してください。
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